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■国や他の自治体の動向 

① 社会の動き 

○少子高齢化の急速な進行や家族構成の変化、就労形態の多様化等の社会経済状況の変化

に伴い、地域住民の社会的なつながりが希薄化し、老老介護、認認介護、ひきこもり、

虐待、子どもの貧困、ダブルケア、ヤングケアラー問題など、福祉分野における課題は

一層複雑化・多様化・深刻化しています。 

○令和２(2020)年から急速に拡大した新型コロナウイルス感染症により、私たちの日々の

暮らしは大きく変わり、対面でのコミュニケーションが基本であった地域福祉活動は大

きな制約を受けることになりました。地域や分野によっては、現在もなおコロナ前の活

動状況には戻っていない活動・事業がみられるところです。 

○コロナ禍においては孤独・孤立の問題がより一層深刻な社会問題となりましたが、一方

で、人と人とが気にかけあう関係性や社会とのつながりの大切さが再認識され、各地域

において、工夫を凝らして地域福祉活動を継続させるための努力が続けられています。 

 

② 関連法制度の動き 

○令和２(2020)年に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」

が公布され、重層的支援体制整備事業が創設されました。支援を必要とする人や生きづ

らさを感じる人が増加し、高齢者や障害者(児)がいる世帯、潜在的な要支援者の抱える

課題は複雑化して単独の支援機関では解決が難しいケースが増えてきています。これに

対処するためには、支援機関同士の連携をより円滑にし、早期に必要な支援を提供でき

る環境や体制を整える取組が求められています。 

○近年の大雨や地震などの災害時の状況を踏まえ、令和３(2021)年に「災害対策基本法」

が改正され、個別避難計画の策定が市町村の努力義務となるなど、非常時に備えた防災

分野と福祉分野の連携がますます重要となっています。 

○社会の変化から、社会生活において孤独を覚えるまたは孤立していることにより心身に

有害な影響を受けている人も存在し、こうした状況を踏まえ、令和６(2024)年に「孤

独・孤立対策推進法」が施行されています。 

○大阪府においては、令和６(2024)年に「第５期大阪府地域福祉支援計画」を策定し、計

画のめざすビジョンを「誰もが困ったときに身近なところで支援を受けられる地域社会」

「地域のつながりの中で、ともに支え、ともに生きる地域社会」「あらゆる主体の協働に

より福祉活動が実践されている地域社会」とし、制度の狭間の問題や分野横断的な課題

等について地域全体で支え合うことをめざす「包括的な支援体制の整備」に総合的に取

り組んでいます。 
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■「孤独・孤立対策推進法」の概要 

 

 

出典：内閣府孤独・孤立対策推進室資料 


